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 道路交通法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月14日 

                                               香川県公安委員会委員長  上  枝   康   

香川県公安委員会規則第１号 

   道路交通法施行細則等の一部を改正する規則 

 （道路交通法施行細則の一部改正） 

第１条 道路交通法施行細則（平成12年香川県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

 第１章～第４章 略 第１章～第４章 略 

 第５章 略  第５章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 

  第１節～第６節 略 第１節～第６節 略 

第７節 免許証等の更新等（第69条―第72条）   第７節 免許証の更新等（第69条―第72条） 

第８節・第９節 略 第８節・第９節 略 

第６章～第８章 略 第６章～第８章 略 

附則 附則 

  

（安全運転管理者等の届出） （安全運転管理者等の届出） 

第21条 略 第21条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 第１項の選任に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

(１) 安全運転管理者等の戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証

（以下「免許証」という。）若しくは個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法 

律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）

の表面のみを複写機により複写したもの 

(１) 安全運転管理者等の戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証

（以下「免許証」という。）を複写機により複写したもの 

 (２)～(４) 略  (２)～(４) 略 

４ 略 ４ 略 

  

（緊急自動車の運転資格の審査） （緊急自動車の運転資格の審査） 

第34条 略 第34条 略 

２ 略 ２ 略 
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３ 第１項の審査に合格した者については、その者の免許証の備考欄の最下

段にその旨の記載を行い、又はその者の個人番号カードの区分部分に電磁

的方法により記録するものとする。 

３ 第１項の審査に合格した者については、その者の免許証の備考欄の最下

段にその旨の記載を行うものとする。 

４ 略 ４ 略 

  

（仮運転免許申請等に係る添付書類） （仮運転免許申請等に係る添付書類） 

第36条 施行規則第17条第２項第４号に規定する書類及び施行規則第21条第

６項第２号に規定する書類の様式は、別記様式第32号の届出自動車教習所

在所証明書のとおりとする。 

第36条 施行規則第17条第２項第４号に規定する書類及び施行規則第21条第

３項第２号に規定する書類の様式は、別記様式第32号の届出自動車教習所

在所証明書のとおりとする。 

  

（申請による免許の条件の付与の手続） （申請による免許の条件の付与の手続） 

第46条の２ 法第91条の２第１項の規定による免許の条件の付与の申請は、

運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新セ 

ンター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、

法第1 0 1条第１項の規定により免許証又は免許情報記録（以下「免許証等」

という。）の更新の申請を同時に行う場合は、この限りでない。 

第46条の２ 法第91条の２第１項の規定による免許の条件の付与の申請は、

運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新セ

ンター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、

法第1 0 1条第１項の規定により免許証の更新の申請を同時に行う場合は、

この限りでない。 

２ 略 ２ 略 

  

（限定解除審査及び運転免許条件変更審査）  （限定解除審査及び運転免許条件変更審査） 

第47条 略 第47条 略 

２ 略 ２ 技能審査は、次の各号に掲げる免許の種類及び自動車等の種類の限定の 

種別に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。

 (１) 大型第二種免許、大型免許、中型第二種免許、中型免許、準中型免

許、普通第二種免許、普通免許、大型特殊第二種免許、大型特殊免許、

牽
けん

引第二種免許、牽
けん

引免許、普通二輪免許、大型仮免許、中型仮免許又

は普通仮免許で自動車等の種類を限定されたもの（普通免許でミニカー

に限定されたものを除く。） おおむね1,200メートル 

(１) 大型第二種免許、大型免許、中型第二種免許、中型免許、準中型免

許、普通第二種免許、普通免許、大型特殊第二種免許、大型特殊免許、

牽
けん

引第二種免許、牽
けん

引免許、普通二輪免許、大型仮免許又は中型仮免許

で自動車等の種類を限定されたもの（普通免許でミニカーに限定された

ものを除く。） おおむね1,200メートル 

(２) 普通免許でミニカーに限定されたもの又は準中型仮免許で自動車等

の種類を限定されたもの おおむね2,000メートル 

(２) 普通免許でミニカーに限定されたもの又は準中型仮免許若しくは普

通仮免許で自動車等の種類を限定されたもの おおむね2,000メートル 

 (３) 略 (３) 略 

３ 略 ３ 技能審査の合格基準は、次に定めるとおりとする。 

 (１) 略  (１) 略 

 (２) 第一種免許又は準中型仮免許若しくは普通仮免許（普通車はサポー

トカーに限る。）に係る技能審査にあっては、70パーセント以上の成績

であること。 

 (２) 第一種免許又は準中型仮免許若しくは普通仮免許に係る技能審査に

あっては、70パーセント以上の成績であること。 



3 

 (３) 大型仮免許、中型仮免許又は普通仮免許（普通車はＡＴ車に限る。）

に係る技能審査にあっては、60パーセント以上の成績であること。 

(３) 大型仮免許又は中型仮免許に係る技能審査にあっては、60パーセン

ト以上の成績であること。 

４ 略 ４ 略 

  

（技能審査の免除） （技能審査の免除） 

第48条 限定解除審査を受けようとする者が第66条第４項に規定する技能審

査合格証明書を有する者で当該証明書に係る技能審査を受けた日から起算

して１年を経過しないものであるときは、公安委員会は、その者が受けよ

うとする限定解除に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認

した上で、技能審査を免除することができる。 

第48条 限定解除審査を受けようとする者が第66条第４項に規定する技能審

査合格証明書を有する者で当該証明書に係る技能審査を受けた日から起算

して３月を経過しないものであるときは、公安委員会は、その者が受けよ

うとする限定解除に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認

した上で、技能審査を免除することができる。 

  

（条件解除の申出の手続） （条件解除の申出の手続） 

第49条 略 第49条 略 

２ 前項の規定による申出は、運転免許センター（眼鏡等の視力に係る条件

の全部又は一部の解除の申出にあっては、運転免許センター、東かがわ運

転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新

センター）に、現に受けている免許に係る免許証又は免許情報記録個人番

号カードを提示し、かつ、別記様式第37号の条件解除申出書を提出して行

わなければならない。ただし、法第1 0 1条第１項の規定により免許証等の

更新の申請をしている場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による申出は、運転免許センター（眼鏡等の視力に係る条件

の全部又は一部の解除の申出にあっては、運転免許センター、東かがわ運

転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新

センター）に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様

式第37号の条件解除申出書を提出して行わなければならない。ただし、法

第1 0 1条第１項の規定により免許証の更新の申請をしている場合は、この

限りでない。 

３ 略 ３ 略 

  

（免許証の記載事項の変更届出等の手続） （免許証の記載事項の変更届出の手続） 

第50条 法第94条第１項の規定による免許証の記載事項の変更の届出及び法

95条の５第２項の規定により読み替えて適用する法第94条第１項の規定に 

よる免許情報記録個人番号カードに係る変更の届出は、運転免許センター、

東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通

寺運転免許更新センター又は警察署、さぬき警察署長尾交番若しくは丸亀

警察署多度津交番に行わなければならない。 

第50条 法第94条第１項の規定による免許証の記載事項の変更の届出は、運

転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新セン

ター若しくは善通寺運転免許更新センター又は警察署、さぬき警察署長尾

交番若しくは丸亀警察署多度津交番に行わなければならない。 

  

（免許証の再交付等の申請の手続） （免許証の再交付の申請の手続） 

第51条 略 第51条 略 

２ 施行規則第21条第６項の公安委員会規則で定める場合は、仮運転免許証

以外の免許証の再交付を申請する場合とする。 

２ 施行規則第21条第３項の公安委員会規則で定める場合は、仮運転免許証

以外の免許証の再交付を申請する場合とする。 

３ 免許証及び免許情報記録個人番号カードの双方を有する者が、免許証を  
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亡失等した場合において免許情報記録個人番号カードのみを保有する旨を

申請するとき又は免許情報記録個人番号カードを亡失等した場合において

免許証のみを保有する旨を申請するときは、別記様式第37号の２の免許保

有状況変更届出書により行うものとする。 

  

（特定免許情報の記録等の申請の手続）  

第51条の２ 法第95条の２第１項の規定による特定免許情報の記録の申請は、

運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新セ

ンター、善通寺運転免許更新センター又は警察署に行わなければならない。 

 

２ 法第95条の２第11項の規定による免許情報記録個人番号カードのみを有

する者の免許証の交付の申請は、運転免許センター、東かがわ運転免許更

新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センター

に行わなければならない。 

 

３ 施行規則第21条の２第３項及び第21条の９第３項の公安委員会規則で定

める場合は、前項及び前条第３項の申請を行う場合とする。 

 

  

（限定解除に係る技能教習及び技能審査） （限定解除に係る技能教習及び技能審査） 

第66条 略 第66条 運転することができる自動車等の種類を限定された者の限定解除に 

係る技能教習の教習時間の基準は、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、

同表の右欄に掲げる教習時間のとおりとする。 

 運転することができる自動車等の種類を限定された免

許を受けている者の区分 

教習時間   運転することができる自動車等の種類を限定された免

許を受けている者の区分 

教習時間  

 略   略  

 運転できる普通自動車が「普通車はＡＴ車に限る」旨

の限定を付されている普通免許を受けている者又は当

該免許に係る卒業証明書（当該卒業証明書に係る技能

検定を受けた日から起算して１年を経過していないも

のに限る。）を有する者 

略   運転できる普通自動車が「普通車はＡＴ車に限る」旨

の限定を付されている普通免許を受けている者 

略  

 運転できる普通自動車が「普通車はＡＴ車に限る」旨

の限定を付された普通第二種免許を受けている者又は

当該免許に係る卒業証明書（当該卒業証明書に係る技

能検定を受けた日から起算して１年を経過していない

ものに限る。）を有する者 

略   運転できる普通自動車が「普通車はＡＴ車に限る」旨

の限定を付された普通第二種免許を受けている者 

略  

 略   略  

２～４ 略 ２～４ 略 
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第７節 免許証等の更新等 第７節 免許証の更新等 

  

（免許の更新に係る通知事項及び通知の方法） （免許の更新に係る通知事項及び通知の方法） 

第69条 略 第69条 法第1 0 1条第３項の規定による免許の更新に係る書面の送付は、次

に掲げる事項を記載した圧着はがきによるものとする。 

(１) その者の免許証等の更新に係る法第1 0 1条第１項に規定する更新期 

間 

(１) その者の免許証の更新に係る法第1 0 1条第１項に規定する更新期間 

(２) その者が優良運転者（法第95条の６第１項の表の備考１のロに規定

する優良運転者）又は一般運転者（同表の備考１のハに規定する一般運

転者）に該当することとなる場合には、その旨 

(２) その者が法第1 0 1条第３項に規定する優良運転者に該当することと

なる場合には、その旨 

 (３)～(７) 略  (３)～(７) 略 

  

（免許証等の更新の申請の手続） （免許証の更新の申請の手続） 

第70条 略 第70条 略 

  

（更新期間前における免許証等の更新の申請の手続） （免許証の特例更新の申請の手続） 

第71条 略 第71条 略 

  

（免許証等の更新に係る申請先の特例の手続） （免許証の経由更新の手続） 

第71条の２ 略 第71条の２ 略 

  

（取消しの申請等の手続） （取消しの申請等の手続） 

第77条 施行規則第30条の７第１項の規定による免許の取消しの申請書の提

出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許

更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。

ただし、当該提出を行う者の全ての種類の免許の取消しに係る申請書の提

出にあっては県内の警察署長のいずれかを経由して、三豊警察署又は観音

寺警察署の管轄区域内に住所を有する者の一部の種類の免許の取消しに係

る申請書の提出にあってはその者の住所地を管轄する警察署長を経由して

行うことができる。 

第77条 施行規則第30条の９第１項の規定による免許の取消しの申請書の提

出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許

更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。

ただし、当該提出を行う者の全ての種類の免許の取消しに係る申請書の提

出にあっては県内の警察署長のいずれかを経由して、三豊警察署又は観音

寺警察署の管轄区域内に住所を有する者の一部の種類の免許の取消しに係

る申請書の提出にあってはその者の住所地を管轄する警察署長を経由して

行うことができる。 

２ 施行規則第30条の７第４項の公安委員会規則で定める場合は、法第1 0 4

条の４第１項後段の申出をしようとする者の免許の効力が停止されていな

い場合とする。 

２ 施行規則第30条の９第３項の公安委員会規則で定める場合は、法第1 0 4

条の４第１項後段の申出をしようとする者の免許の効力が停止されていな

い場合とする。 
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（運転経歴証明書の交付等申請の手続） （運転経歴証明書の交付申請の手続） 

第77条の２ 施行規則第30条の８第１項の規定による運転経歴証明書交付等

申請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付（再交付）等申請

書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転

免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならな

い。ただし、前条第１項の申請書の提出と同時に行う運転経歴証明書交付

等申請書の提出については、県内の警察署長を経由して行うことができる。 

第77条の２ 施行規則第30条の10第１項の規定による運転経歴証明書交付申

請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付（再交付）申請書に

より、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許

更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。

ただし、前条第１項の申請書の提出と同時に行う運転経歴証明書交付申請

書の提出については、県内の警察署長を経由して行うことができる。 

２ 施行規則第30条の８第２項の公安委員会規則で定める場合は、前項の申

請書の提出を運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運

転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに提出（三豊警察署

長又は観音寺警察署長を経由して提出する場合を含む。）する場合とする。 

２ 施行規則第30条の10第２項の公安委員会規則で定める場合は、前項の申

請書の提出（法第1 0 5条第２項において読み替えて準用する法第1 0 4条の

４第５項の規定により申請する者が行うものを除く。）を運転免許センタ

ー、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通

寺運転免許更新センターに提出（三豊警察署長又は観音寺警察署長を経由

して提出する場合を含む。）する場合とする。 

３ 運転経歴証明書のみを保有する者が、運転経歴証明書を亡失し、滅失し、 

汚損し、又は破損していない場合において法第1 0 5条の２第３項の規定に

より運転経歴情報の記録を申請するときは、別記様式第46号の運転経歴証

明書交付（再交付）等申請書により、運転免許センター、東かがわ運転免

許更新センター、小豆運転免許更新センター、善通寺運転免許更新センタ

ー又は警察署に行わなければならない。 

 

  

（運転経歴証明書の記載事項の変更届出等の手続） （運転経歴証明書の記載事項の変更届出の手続） 

第77条の３ 施行規則第30条の10第１項の規定による運転経歴証明書の記載

事項の変更の届出及び施行規則第30条の15第１項の規定による運転経歴情

報記録個人番号カードの住所等の変更の届出は、別記様式第46号の２の運

転経歴証明書記載事項変更等届出書により、運転免許センター、東かがわ

運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免

許更新センター又は警察署、さぬき警察署長尾交番若しくは丸亀警察署多

度津交番に行わなければならない。 

第77条の３ 施行規則第30条の12第１項の規定による運転経歴証明書の記載

事項の変更の届出は、別記様式第46号の２の運転経歴証明書記載事項変更

届出書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆

運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センター又は警察署、

さぬき警察署長尾交番若しくは丸亀警察署多度津交番に行わなければなら

ない。 

  

（運転経歴証明書の再交付の申請の手続） （運転経歴証明書の再交付の申請の手続） 

第77条の４ 施行規則第30条の11第１項の規定による運転経歴証明書再交付

申請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付（再交付）等申請

書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転

免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならな

い。 

第77条の４ 施行規則第30条の13第１項の規定による運転経歴証明書再交付

申請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付（再交付）申請書

により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免

許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。 

２ 施行規則第30条の11第２項の公安委員会規則で定める場合は、運転経歴 ２ 施行規則第30条の13第２項の公安委員会規則で定める場合は、運転経歴
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証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損していない場合とする。 証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損していない場合とする。 

  

（運転経歴証明書の返納の手続） （運転経歴証明書の返納の手続） 

第77条の５ 施行規則第30条の12の規定による運転経歴証明書の返納は、別

記様式第46号の３の運転経歴証明書返納届により、運転免許センター、東

かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺

運転免許更新センターに、又は県内の警察署長のいずれかを経由して行わ

なければならない。 

第77条の５ 施行規則第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納は、運

転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新セン

ター若しくは善通寺運転免許更新センターに、又は県内の警察署長のいず

れかを経由して行わなければならない。 

  

（運転経歴情報の抹消の手続）  

第77条の６ 施行規則第30条の16の規定による運転経歴情報の抹消の申請は、

別記様式第46号の４の運転経歴情報抹消届により、運転免許センター、東

かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター、善通寺運転免

許更新センター又は警察署に行わなければならない。 

 

  

（免許証の返納等の手続） （免許証の返納等の手続） 

第78条 法第95条の２第４項及び法第1 0 6条の３第１項の規定による免許証

の返納又は同条第４項の規定による免許証の提出は、運転免許センター、

東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通

寺運転免許更新センターに、県内の警察署長のいずれかを経由して行わな

ければならない。 

第78条 法第1 0 7条第１項の規定による免許証の返納又は同条第３項の規定

による免許証の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センタ

ー、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センターに、

県内の警察署長のいずれかを経由して行わなければならない。 

  

（免許情報記録の抹消）  

第78条の２ 法第95条の２第10項又は法第1 0 6条の４第１項の規定による免 

許情報記録の抹消は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、

小豆運転免許更新センター、善通寺運転免許更新センター又は警察署に行

わなければならない。 

 

  

（高齢者講習に係る通知事項及び通知の方法） （高齢者講習に係る通知事項及び通知の方法） 

第92条 略 第92条 法第1 0 1条の４第５項第１号の規定による書面の送付は、次に掲げ

る事項を記載した圧着はがきによるものとする。 

(１) 免許証等の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前

６月以内に高齢者講習（法第1 0 8条の２第１項第12号に掲げる講習をい

う。以下同じ。）を受けていなければならない旨 

(１) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前６ 

月以内に高齢者講習（法第1 0 8条の２第１項第12号に掲げる講習をいう。

以下同じ。）を受けていなければならない旨 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 
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２ 略 ２ 法第1 0 1条の４第５項第２号の規定による書面の送付は、次に掲げる事

項を記載した圧着はがきによるものとする。 

 (１) 略  (１) 略 

(２) 免許証等の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前

６月以内に認知機能検査を受けていなければならない旨 

(２) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前６

月以内に認知機能検査を受けていなければならない旨 

(３)～(７) 略 (３)～(７) 略 

３ 略 ３ 法第1 0 1条の４第５項第３号の規定による書面の送付は、次に掲げる事

項を記載した圧着はがきによるものとする。 

 (１) 略  (１) 略 

(２) 免許証等の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前

６月以内に運転技能検査等（法第1 0 1条の４第３項に規定する検査をい

う。以下同じ。）を受けていなければならない旨 

(２) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前６ 

月以内に運転技能検査等（法第1 0 1条の４第３項に規定する検査をいう。

以下同じ。）を受けていなければならない旨 

(３)～(７) 略 (３)～(７) 略 

  

（違反者講習の移送等） （違反者講習の移送等） 

第94条 公安委員会は、法第1 0 8条の３の２の規定による違反者講習の通知

（以下この条において単に「講習の通知」という。）をしようとする場合

において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄

区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管轄する

都道府県公安委員会（以下この条において「新公安委員会」という。）に

別記様式第51号の違反者講習移送通知書（国際運転免許証等の場合は、別

記様式第51号の２の違反者講習移送通知書）を送付するものとする。 

第94条 公安委員会は、法第1 0 8条の３の２の規定による違反者講習の通知

（以下この条において単に「講習の通知」という。）をしようとする場合

において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄

区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管轄する

都道府県公安委員会（以下この条において「新公安委員会」という。）に

別記様式第51号の違反者講習移送通知書を送付するものとする。 

２ 公安委員会は、講習の通知をした後に、当該通知に係る者がその住所を

他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、その者が

新公安委員会の行う違反者講習の受講を希望するときは、新公安委員会に

別記様式第52号の違反者講習通知移送通知書（国際運転免許証等の場合は、 

別記様式第52号の２の違反者講習通知移送通知書）を送付するものとする。 

２ 公安委員会は、講習の通知をした後に、当該通知に係る者がその住所を

他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、その者が

新公安委員会の行う違反者講習の受講を希望するときは、新公安委員会に

別記様式第52号の違反者講習通知移送通知書を送付するものとする。 

３ 略 ３ 略 

４ 公安委員会は、前項の場合において、当該通知書に係る者が受講期間内

に違反者講習を受けなかったときは、その者が違反者講習の基準に該当す

ることとなった時における住所地を管轄する都道府県公安委員会に別記様

式第53号の違反者講習期間経過通知書（国際運転免許証等の場合は、別記

様式第53号の２の違反者講習期間経過通知書）を送付するものとする。 

４ 公安委員会は、前項の場合において、当該通知書に係る者が受講期間内

に違反者講習を受けなかったときは、その者が違反者講習の基準に該当す

ることとなった時における住所地を管轄する都道府県公安委員会に別記様

式第53号の違反者講習期間経過通知書を送付するものとする。 

  

（若年運転者講習の移送） （若年運転者講習の移送） 
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第94条の２ 公安委員会は、法第1 0 8条の３の３の規定による若年運転者講

習の通知（以下この条において単に「講習の通知」という。）をしようと

する場合において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員

会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を

管轄する都道府県公安委員会に別記様式第53号の３の若年運転者講習移送

通知書を送付するものとする。 

第94条の２ 公安委員会は、法第108条の３の３の規定による若年運転者講習

の通知（以下この条において単に「講習の通知」という。）をしようとす

る場合において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会

の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管

轄する都道府県公安委員会に別記様式第52号の２の若年運転者講習移送通

知書を送付するものとする。 

  

別記様式第16号の３（第12条の２、第12条の４関係） 別記様式第16号の３（第12条の２、第12条の４関係） 
 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

 香川県公安委員会 殿 

 

                名 称          
申請者              

代表者         

 

 当法人は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

１ 道路交通法第 51 条の 10 の規定により登録を取り消され、その取消

しの日から起算して２年を経過しない法人 

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人 

(１) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２) 拘禁刑以上若しくは懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は道

路交通法第 119 条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者 

(３ ) 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第

３条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれのある

者 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 12 条若し

くは第 12 条の６の規定による命令又は同法第 12 条の４第２項の規

定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日か

ら起算して２年を経過しないもの 

(５) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 

(６ ) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

 香川県公安委員会 殿 

 

                名 称          
申請者              

代表者         

 

 当法人は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

１ 道路交通法第 51 条の 10 の規定により登録を取り消され、その取消

しの日から起算して２年を経過しない法人 

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人 

(１) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第 119 条の２の４第

２項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

(３ ) 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第

３条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれのある

者 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 12 条若し

くは第 12 条の６の規定による命令又は同法第 12 条の４第２項の規

定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日か

ら起算して２年を経過しないもの 

(５) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 

(６ ) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第16号の15（第12条の10関係） 別記様式第16号の15（第12条の10関係） 

 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

 香川県公安委員会 殿 

 

住 所          
          申請者              

氏 名         

 

 私は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

１ 18 歳未満の者 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 拘禁刑以上若しくは懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は道路交

通法第 119 条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経

過しない者 

４ 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条

各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれのある者 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 12 条若しくは

第 12 条の６の規定による命令又は同法第 12 条の４第２項の規定によ

る指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算し

て２年を経過しないもの 

６ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 

７ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認

知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

８ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して

２年を経過しない者 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

 

誓     約     書 

 

年  月  日 

 

 香川県公安委員会 殿 

 

住 所          
          申請者              

氏 名         

 

 私は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

１ 18 歳未満の者 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第 119 条の２の４第２項

の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

４ 集団的又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条

各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれのある者 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 12 条若しくは

第 12 条の６の規定による命令又は同法第 12 条の４第２項の規定によ

る指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算し

て２年を経過しないもの 

６ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 

７ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認

知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

８ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して

２年を経過しない者 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第17号（第21条関係） 別記様式第17号（第21条関係） 
※ 整理    

番号 
  

安全運転管理者等に関する届出書 
 

 
  香 川 県 公 安 委 員 会   殿 
 
 
 
 
  下記のとおり届け出ます。 

年    月    日 

 
 
届出者の氏名又は法人の 
名称及び代表者の氏名                               
住   所 
              電話        （        ） 

届出区分 
選任 １  安全運転管理者 

 
２  副安全運転管理者 

届出事項

の 変 更 
１  届出者の氏名（名称）又は住所 
２  使用の本拠の名称又は位置 
３  安全運転管理者等の氏名又は職務上の地位 解任 

① 
選任年月日       年        月        日 

⑧  

使 
 

用 
 

の 
 

本 
 

拠 

名 称  

② 
安全運転管 
理 者 等 の 
氏 名 

（ふりがな） 
位 置 〒   －     

    
業

 

種

 

別 

１ 官公署  ２ 独立行政法人等  
３ 農業   ４ 林業    ５ 漁業 
６ 鉱業   ７ 建設業   ８ 製造業 
９ 卸・小売業     10 不動産業 
11 金融保険業    12 運輸業  
13 電気ガス業    14 通信業 
15 サービス業    16 その他 

③ 
資 格 要 件 

生年月日(年齢）     年   月   日(    歳) 

 運 転 の 管 理 経 験 
 3 
公安委員

会の認定 
安全運転

管 理 者 
１ 
2年以上 

２  
公安委員会の教習
修了者で１年以上 

副安全運

転管理者 
１  
運転の管理経

験1年以上 

２ 
運転の経験３年

以上 

 3 
公安委員

会の認定 
安全運転管理者の氏名  

④ 
職 務 上 の 
地 位 

 

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数 

⑨

自

動

車

台

数 

乗  用 貨  物 
大

型

特

殊 

小

型

特

殊 

大

型

二

輪 

普

通

二

輪 

計 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 

⑤ 
安全運転管理

者等が運転免

許を持ってい

る場合 

免許の種類    
免許年月日    
免許証の番号 
又は免許情報  
記録の番号 

               

 
記 録 等 
年 月 日  

記 録 等 
公 安 委 員 会  

⑩

運

転

者

数 

免
許
種
別 

大型 中型 
準

中

型 

普通 大特 
大

自

二 

普

自

二 

小

特 

計 ⑥ 
安全運転管

理者等の勤

務の態様 

勤 務 日勤 隔日  その他(    ) 一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

副安全運転管理者の有無 
補 助 者 の 有 無 あり(   人) なし 

⑦
安
全
運
転
管
理
者
等
の
略
歴 

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職  名 専 

従 

             

自 ・ ・ 至 ・ ・   

自 ・ ・ 至 ・ ・   予 

備 

             
自 ・ ・ 至 ・ ・   

⑪
前
安
全
運
転
管
理
者
等 

解 任 年 月 日 年      月      日 
自 ・ ・ 至 ・ ・   氏    名  

自 ・ ・ 至 ・ ・   解 任 事 由 １  死 亡   ２  退 職   ３  転 任 
４  解任命令   ５  その他（      ） 

備

考 

１ 届出者は、※印欄には記載しないこと。 
２ 選任届出書には、次の書類を添付すること。 

① 戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証若しくは個人番号カード（表面のみ）を複写機により複写したもの 
② 運転管理経歴証明書（副安全運転管理者にあっては、運転管理経歴証明書又は運転経歴証明書） 
③ 運転記録証明書（運転記録証明期間が２年以上のものに限る。） 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

 
※ 整理    

番号 
  

安全運転管理者等に関する届出書 
 

 
  香 川 県 公 安 委 員 会   殿 
 
 
 
 
  下記のとおり届け出ます。 

年    月    日 

 
 
届出者の氏名又は法人の 
名称及び代表者の氏名                               
住   所 
              電話        （        ） 

届出区分 
選任 １  安全運転管理者 

 
２  副安全運転管理者 

届出事項

の 変 更 

１  届出者の氏名（名称）又は住所 
２  使用の本拠の名称又は位置 
３  安全運転管理者等の氏名又は職務上の地位 解任 

① 
選任年月日       年        月        日 

⑧  

使 
 

用 
 

の 
 

本 
 

拠 

名 称  

② 
安全運転管 
理 者 等 の 
氏 名 

（ふりがな） 
位 置 〒   －     

    
業

 

種

 

別 
１ 官公署  ２ 独立行政法人等  
３ 農業   ４ 林業    ５ 漁業 
６ 鉱業   ７ 建設業   ８ 製造業 
９ 卸・小売業     10 不動産業 
11 金融保険業    12 運輸業  
13 電気ガス業    14 通信業 
15 サービス業    16 その他 

③ 
資 格 要 件 

生年月日(年齢）     年   月   日(    歳) 

 運 転 の 管 理 経 験 
 3 
公安委員

会の認定 
安全運転

管 理 者 
１ 
2年以上 

２  
公安委員会の教習
修了者で１年以上 

副安全運

転管理者 
１  
運転の管理経

験1年以上 

２ 
運転の経験３年

以上 

 3 
公安委員

会の認定 
安全運転管理者の氏名  

④ 
職 務 上 の 
地 位 

 使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数 

⑨

自

動

車

台

数 

乗  用 貨  物 
大

型

特

殊 

小

型

特

殊 

大

型

二

輪 

普

通

二

輪 

計 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

軽 ⑤ 
安全運転管理

者等が運転免

許を持ってい

る場合 

免許の種類    
免許年月日    
免 許 番 号                

 
交付年月日  
交付公安委員会  

⑩

運

転

者

数 

免
許
種
別 

大型 中型 
準

中

型 

普通 大特 
大

自

二 

普

自

二 

小

特 

計 

⑥ 
安全運転管

理者等の勤

務の態様 

勤 務 日勤 隔日  その他(    ) 一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

一

種 

二

種 

副安全運転管理者の有無 
補 助 者 の 有 無 あり(   人) なし 

⑦
安
全
運
転
管
理
者
等
の
略
歴 

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職  名 専 

従 

             

自 ・ ・ 至 ・ ・   

自 ・ ・ 至 ・ ・   予 

備 

             

自 ・ ・ 至 ・ ・   
⑪
前
安
全
運
転
管
理
者
等 

解任年月日 年      月      日 
自 ・ ・ 至 ・ ・   氏    名  

自 ・ ・ 至 ・ ・   解 任 事 由 １  死 亡   ２  退 職   ３  転 任 
４  解任命令   ５  その他（      ） 

備

考 

１ 届出者は、※印欄には記載しないこと。 
２ 選任届出書には、次の書類を添付すること。 
① 戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証を複写機により複写したもの 
② 運転管理経歴証明書（副安全運転管理者にあっては、運転管理経歴証明書又は運転経歴証明書） 
③ 運転記録証明書（運転記録証明期間が２年以上のものに限る。） 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第19号（第21条関係） 別記様式第19号（第21条関係） 

備考  １ 運転の内容は、運転の頻度、車種等を記入すること。 
２ 使用者氏名は、使用者が法人であるときは、その名称及び代表者

の氏名とすること。 
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

運 転 経 歴 証 明 書 

住 所  

職、氏名及び年齢  年  月  日生（ 歳） 

勤 務 先 の 名 称 期 間 運 転 の 内 容 職 務 上 の 地 位 

 年 月～ 年 月   

    

    

    

    

  第     号  年  月  日  公安委員会 

 免 許 の 種 類 免 許 年 月 日 免 許 の 条 件 

現 に 保 有 す る 
運 転 免 許 の 
内 容 

   

   

    

    

 上記のとおり相違ないことを証明する。 

      年   月   日 

使用者氏名         

 

備考  １ 運転の内容は、運転の頻度、車種等を記入すること。 
２ 使用者氏名は、使用者が法人であるときは、その名称及び代表者

の氏名とすること。 
３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

運 転 経 歴 証 明 書 

住 所  

職、氏名及び年齢  年  月  日生（ 歳） 

勤 務 先 の 名 称 期 間 運 転 の 内 容 職 務 上 の 地 位 

 年 月～ 年 月   

    

    

    

    

  第     号  年  月  日  公安委員会 

 免 許 の 種 類 免 許 年 月 日 免 許 の 条 件 

現 に 保 有 す る 
運 転 免 許 証 の 
内 容 

   

   

    

    

 上記のとおり相違ないことを証明する。 

      年   月   日 

使用者氏名         
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別記様式第31号（第33条関係） 別記様式第31号（第33条関係） 
 

備考 １ 本籍・国籍欄は、日本の国籍を有する者は本籍、その他の者は国籍を記載す

ること。 

２ 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類欄は、該当するものを○で囲む

こと。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

緊急自動車運転資格審査申請書 

 

年  月  日  

 

 香川県公安委員会 殿 

氏  名・生  年  月  日  年  月  日 

本   籍 ・ 国   籍  

住 所  

審査に係る緊急自動車の種類 
大型 中型 準中型 普通 大自二 普自二 小型二輪 

ＭＴ車      ＡＴ車 

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

記 録 等 公 安 委 員 会 公安委員会 

特 定 免 許 情 報 の 

記 録 等 年 月 日 
年  月  日 

免許情報記録等の

有効期間の末日 
  年 月 日 

免許情報記録等の番号 第                   号 

第 一 種 

免 許 

二・小・原 年  月  日 

そ の 他 年  月  日 

第 二 種 免 許 年  月  日 

免 許 の 種 類 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

大

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

特

・
原

付 

牽

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

牽

引

二 

免 許 の 条 件  

緊 急 自 動 車 の 使 用 者 

所 在 地  

職 名  

氏 名  

 

 

緊急自動車運転資格審査申請書 

 

年  月  日  

 

 香川県公安委員会 殿 

氏  名・生  年  月  日  年  月  日 

本   籍 ・ 国   籍  

住 所  

審査に係る緊急自動車の種類 
大型 中型 準中型 普通 大自二 普自二 小型二輪 

ＭＴ車      ＡＴ車 

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

交 付 公 安 委 員 会 公安委員会 

交 付 年 月 日 年  月  日 有 効 期 間   年 月 日 

免 許 証 番 号 第                   号 

第 一 種 

免 許 

二・小・原 年  月  日 

そ の 他 年  月  日 

第 二 種 免 許 年  月  日 

免 許 の 種 類 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

大

特 

大

自

二 

普

自

二 

小
特
・
原
付 

牽

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

牽

引

二 

免 許 の 条 件  

緊 急 自 動 車 の 使 用 者 

所 在 地  

職 名  

氏 名  

備考 １ 本籍・国籍欄は、日本の国籍を有する者は本籍、その他の者は国籍を記載す

ること。 

２ 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類欄は、該当するものを○で囲む

こと。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  
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別記様式第36号（第45条、第66条関係） 別記様式第36号（第45条、第66条関係） 

  

第    号 

 

技 能 審 査 合 格 証 明 書              

 

 
写   真 

 

 

  住 所 

  氏 名   押 出 し  
  スタンプ   

年   月   日生  

 

上記の者は、    年  月  日本    における     免

許に係る              を解除する技能審査に合格した

者であることを証明する。 

 

 

年  月  日 

 

            所在地             

                   香川県公安委員会指定      

名 称             

管理者           □印   

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする｡ 

  

  

第    号 

 

技 能 審 査 合 格 証 明 書              

 

 
写   真 

 

 

  住 所 

  氏 名   押 出 し  
  スタンプ   

年   月   日生  

 

上記の者は、    年  月  日本    における     免

許に係る技能審査に合格した者であることを証明する。 

 

 

年  月  日 

 

            所在地             

                   香川県公安委員会指定      

名 称             

管理者           □印   

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする｡ 
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別記様式第37号（第49条関係） 別記様式第37号（第49条関係） 
 

  

資 料 区 分 58 受付場所 ００００ 

生 年 月 日 年    月    日 

免許証番号  登録年月日 年  月  日 

登 録 番 号     

条件コード     

 

条件解除申出書 
年  月  日 

香川県公安委員会 殿 

氏   名 

 電話番号 

免許の条件 
旧

 

新
 

 

現
に
受
け
て
い
る
免
許 

 

記録等公安委員会 公安委員会 

特 定 免 許 情 報 の 

記 録 等 年 月 日 
  年 月 日 

免許情報記録等の
有効期間の末日 

 

免許情報記録等の番号 第            号 

免
許
年
月
日 
・ 
種
類 

第 一 種 

免 許 
二・小・原 年 月 日 

昭
和 

平
成 

令
和 

免許の種類 
大  
型 

中 
型 

準
中
型

普
通 

大
特 

大
自
二 

普
自
二 

小 
 
特 

原 
 
付 

け 
 
引 

大 
 
二 

中 
 
二 

普 
  
二 

大
特
二 

け
引
二 

第 一 種 

免 許 
そ の 他 年 月 日 

昭
和 

平
成 

令
和 

第二種免許 年 月 日  
昭
和 

平
成 

令
和 

免 許 の 条 件  

注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。 

２ 文字は楷書で、数字はアラビア数字で丁寧に記入してください。 

３ 用紙は、汚したり折り曲げたりしないでください。 

  

 

資 料 区 分 58 受付場所 ００００ 

生 年 月 日 年    月    日 

免許証番号  登録年月日 年  月  日 

登 録 番 号     

条件コード     

 

条件解除申出書 
年  月  日 

香川県公安委員会 殿 

氏   名 

 電話番号 

免許の条件 
旧

 

新
 

 

免  
許  
証  
の  
写  
し 

 

 

 

 

 

 

注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。 

２ 文字は楷書で、数字はアラビア数字で丁寧に記入してください。 

３ 用紙は、汚したり折り曲げたりしないでください。 
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別記様式第37号の２（第51条関係）  

　 香川県公安委員会　　殿

年 月 日

有 ・ 無

・

氏名

本籍

住所

保有状況

記録日 有効欄の色

免許証

免許情報

免許の条件等

交付公安委員会

記録公安委員会

免許証番号 第 号 記録番号 第 号

二･小･原

他

二種

注意事項 １　太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。

2  用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。

手続前
手続後

紛 失 等 し た 理 由

免許証

有効

免許情報記録個人番号カード

免許保有状況
変更情報

免許保有状況変更申出書（紛失等時）

氏 名

生 年 月 日

紛失等の直前における免許証及び免許情報記
録 個 人 番 号 カ ー ド 双 方 の 保 有 の 有 無

免許証及び免許情報記録個人番号カード
の う ち 紛 失 等 し た も の

現

に

受

け

て

い

る

免

許

    　年　  　月　 　日

交付

取扱者
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別記様式第45号（第64条関係） 別記様式第45号（第64条関係） 

 

コード  

第    号 

卒  業  証  明  書 

 

写   真 
 

  住 所 

  氏 名   押 出 し  

  スタンプ  年  月  日生 

上 記 の 者 は 、     年   月   日 本      に お け る     

免許に係る所定の教習を修了し、卒業した者であることを証明する。 

 

年  月  日 

 

所在地             

香川県公安委員会指定教習所の名称 

管理者          □印   
 

第     号 

卒 業 検 定 合 格 証 明 書 

 上記卒業証明書記載の者は、    年  月  日 

を用いた卒業検定に合格した者であることを証明する。 

年  月  日 

                     名   称         

技能検定員 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする｡ 

 

  

 

コード  

第    号 

卒  業  証  明  書 

 

写   真 
 

  住 所 

  氏 名   押 出 し  

  スタンプ  年  月  日生 

上 記 の 者 は 、     年   月   日 本      に お け る     

免許に係る所定の教習を修了し、卒業した者であることを証明する。 

 

年  月  日 

 

所在地             

香川県公安委員会指定教習所の名称 

管理者          □印   
 

第     号 

卒 業 検 定 合 格 証 明 書 

 上記卒業証明書記載の者は、    年  月  日 

を用いた卒業検定に合格した者であることを証明する。 

年  月  日 

                  名   称          

技能検定員        ○印  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする｡ 
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別記様式第46号（第77条の２、第77条の４関係） 別記様式第46号（第77条の２、第77条の４関係） 

 

資 料 区 分 経 歴 証 明     ―         （新規交付・再交付） 

生 年 月 日 年   月   日 

取 り 消 し た 
（ 失 効 し た ） 
免 許 証 の 番 号 

 

登 録 年 月 日       年   月   日 

登 録 番 号  

受 付 場 所  

 

運転経歴証明書交付（再交付）等申請書 
年  月  日 

 香川県公安委員会 殿 

フ リ ガ ナ   性 別 

写 真 
氏 名 氏 名 男・女 

生 年 月 日       年     月     日 
電話番号 
 

 住 所  

※ 

再 

交 

付 

再 交 付 を 申 請 す る
理由  

現 に 受 け て い る 

運 転 経 歴 証 明 書 

交付年月日 年 月 日 照会番号    ―   

交 付 公 安 委 員 会 公安委員会 

運 転 経歴証 明 書番号  

 

 注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。 

      ２ 用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。 

 

 

資 料 区 分 経 歴 証 明     ―         （新規交付・再交付） 

生 年 月 日 年   月   日 

取 り 消 し た 
（ 失 効 し た ） 
免 許 証 の 番 号 

 

登 録 年 月 日       年   月   日 

登 録 番 号  

受 付 場 所  

 

運転経歴証明書交付（再交付）申請書 
年  月  日 

 香川県公安委員会 殿 

フ リ ガ ナ   性 別 

写 真 
氏 名 氏 名 男・女 

生 年 月 日       年     月     日 
電話番号 
 

 住 所  

※ 

再 

交 

付 

再 交 付 を 申 請 す る
理由  

現 に 受 け て い る 

運 転 経 歴 証 明 書 

交付年月日 年 月 日 照会番号    ―   

交 付 公 安 委 員 会 公安委員会 

運 転 経歴証 明 書番号  

 

 注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。 

      ２ 用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。 
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別記様式第46号の２（第77条の３関係） 別記様式第46号の２（第77条の３関係） 
 

受付 
場所 

 

資
料
区
分 

同時 
記変 

住 所 氏 名 氏名・住所 生年月日 

内・外     

生 年 月 日     年  月  日 性別 男 女 

運 転 経 歴 証 
明 書 の 番 号 

 照会番号      ― 

運転経歴情報記
録 の 番 号 

  

登 録 年 月 日 年  月  日 登録番号  発行県  

 

運転経歴証明書記載事項変更等届 

年  月  日 

 香川県公安委員会 殿 

変
更
の
種
別 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

住 所 
 

（県内・県外） 

電話番号 
 
 
 
        

届出者氏名  続
柄 

 

変
更
し
た
事
項 

新  

フリガナ   生年月日 

氏名 氏 名     年  月  日 

住所  

旧 

フリガナ   生年月日 

氏名 氏 名     年  月  日 

住所  

現に受けている 
運転経歴証明書 

運転経歴情報記録の 
年月日 

年 月 日 

記録等公安委員会 公安委員会  

運転経歴情報記録の 
番号  

 注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。

      ２ 用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。 

      ３ 変更の種別の欄は、該当するものを○で囲んでください。 

      ４ 現に受けている運転経歴証明書欄には、現に受けている経歴証明書

に係る運転経歴情報記録の番号又は運転経歴証明書の番号、運転経歴

情報記録の年月日を記載する。  

      

 注意事項 １ 太線の枠内を、黒色ペン又は黒色ボールペンで記入してください。 
 ２ 用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。 

      ３ 変更の種別の欄は、該当するものを○で囲んでください。 

 

処
理
区
分 

 

資
料
区
分 

記変同時 住 所 氏 名 氏名・住所 生年月日 

県  内    
 

県  外    

生 年 月 日     年 月 日 性 別 男 女 

運転経歴証 
明書の番号 

 照会番号     ―     

登録年月日     年  月  日 登録番号  発行県  

 

運転経歴証明書記載事項変更届 

年  月  日  

 香川県公安委員会 殿 

変
更
の
種
別 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

住 所 
 

（県内・県外） 

電話番号 
 
 
 
 
 
 届出者氏名  続柄  

変

更

し

た

事

項 

新 

フリガナ   生年月日 

氏 名 氏 名     年  月  日 

住 所  

旧 

フリガナ   生年月日 

氏 名 氏 名     年  月  日 

住 所  

現に受けている 
 
運転経歴証明書 

交付年月日    年 月 日 照会番号     ―     

交 付 公 安 委 員 会 公安委員会  

運転経歴証明書番号  
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別記様式第46号の３（第77条の５関係）  

　 香川県公安委員会　　殿        　 　年　 　月　 　日

氏名

住所

交付

記録日

交付公安委員会

記録公安委員会

証明書番号 第 号 号

二･小･原

他

二種

手続前

手続後

免許保有状況
変更情報

運転経歴証明書返納届

氏 名

生 年 月 日

現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
書
証
明
書

情報記録番号

生年月日
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別記様式第46号の４（第77条の６関係）  

　 香川県公安委員会　　殿        　 　　年　 　　月　 　　日

氏名

住所

記録日

交付公安委員会

記録公安委員会

証明書番号 第 号 第 号

二･小･原

他

二種

手続後

手続前

運転経歴情報抹消届

氏 名

生 年 月 日

生年月日

免許保有状況
変更情報

現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
情
報

交付

情報記録番号
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別記様式第47号（第76条関係） 別記様式第47号（第76条関係） 
  

 
再試験に係る取消処分通知書 

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日   

 運 転 免 許 の 

種 類 
  

 免 許 証 の 番 号  第             号 
     年 月 日   公安委員会交付 

 

 免 許 情 報 記 録

番 号 

第             号 
     年 月 日   公安委員会記録等 

 

 取 消 し に 係 る 
免 許 の 種 類 

 □ 準 中 型   □ 普 通   □ 大 自 二   □ 普 自 二 

□原付 
 

 処 分 の 理 由   

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

  
 

再試験に係る取消処分通知書 

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日   

 運 転 免 許 の 種

類 
  

 免 許 証 の 番 号 
 第             号 
      年    月    日    公安委員

会交付 
 

 取 消 し に 係 る 
免 許 の 種 類 

 □ 準 中 型   □ 普 通   □ 大 自 二   □ 普 自 二 

□原付 
 

 処 分 の 理 由   

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第47号の２（第76条の２関係） 別記様式第47号の２（第76条の２関係） 
 

第     号 

年  月  日 

公安委員会 殿 

香川県公安委員会 □印  

処 分 執 行 通 知 書 

 
当公安委員会は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する下記の者に対し、免許の取消処分を行ったの

で通知する。 

記 

 

住 所 

 

氏 名 年  月  日生 

運 転 免許 の 

種 類 

 

免許証の番号 第   号     年     月     日 公安委員会交付 

免許情報記録番号 第   号     年     月     日 公安委員会記録等 

取消しに係る 

免 許 の種 類 

□大 型  □中 型 

□大 二  □中 二  □普 二  □大特二  □け引二 

処 分 執行 日 年   月   日 

処 分 の理 由 

 

備 考 

 

備 考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  
 

  

 
第     号 

年  月  日 

公安委員会 殿 

香川県公安委員会 □印 

処 分 執 行 通 知 書 

 
当公安委員会は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する下記の者に対し、免許の取消処分を行ったの

で通知する。 

記 

 

住 所 

 

氏 名 年  月  日生 

運 転 免 許 の 

種 類 

 

免許証の番号 第   号     年     月     日 公安委員会交付 

取消しに係る 

免 許 の 種 類 

□大 型  □中 型 

□大 二  □中 二  □普 二  □大特二  □け引二 

処 分 執 行 日 年   月   日 

処 分 の 理 由 

 

備 考 

 

備 考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  
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別記様式第50号（第93条関係） 別記様式第50号（第93条関係） 
  

 

初 心 運 転 者 講 習 移 送 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日   

 免 許 証 番 号 第     号    年   月   日  公安委

員会交付 
 

 免許情報記録の

番 号 

第     号    年   月   日  公安委

員会記録等 
 

 免 許 の 種 類   

 講習をしよう 

とする理由 
  

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

 
 

初 心 運 転 者 講 習 移 送 通 知 書              

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日   

 免 許 証 番 号 第    号   年  月  日 公安委員

会交付 
 

 免 許 の 種 類   

 講 習 を し よ う

とする理由 
  

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第51号（第94条関係） 別記様式第51号（第94条関係） 
  

 

違 反 者 講 習 移 送 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習移送通知書を送付する。 

 住 所              

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免 許 証 番 号 第    号    年  月  日 

公安委員会交付 
 

 免 許 情 報 

記 録 番 号 

第    号    年  月  日 

公安委員会記録等 
 

 免 許 の 種 類   

 理 由  □道路交通法第 102 条の２に該当  

 基 準 該 当 時 
公 安 委 員 会 

  

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

 
 

違 反 者 講 習 移 送 通 知 書              

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習移送通知書を送付する。 

 住 所            
本 邦 に お け る 住 所              

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免許証
国際運転免許証等

の番号  第    号    年  月  日  
公安委員会交付 

 

 
免許         
        の種類
運転することが    
できる自動車等    

   

 理 由 
 □道路交通法第 102 条の２に該当 
 
 □道路交通法第 107 条の４の２に該当 

 

 基 準 該 当 時 
公 安 委 員 会 

  

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第51号の２（第94条関係）  
 

 

違 反 者 講 習 移 送 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習移送通知書を送付する。 

 本 邦 に お け る 住 所              

 氏 名              

 国 際 運 転 免 許 証 等  第    号    年  月  日  

 運 転 す る こ と が で き る 

自 動 車 等 の 種 類 
  

 理 由  □道路交通法第 107 条の４の２に該当  

 基 準 該 当 時 

公 安 委 員 会 
  

 備 考   

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第52号（第94条関係） 別記様式第52号（第94条関係） 
 

 

違 反 者 講 習 通 知 移送 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習通知移送通知書を送付する。 

 住 所              

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免 許 証 番 号  第     号    年  月 日  
公安委員会交付 

 

 免 許 情 報 

記 録 番 号 
第    号    年  月  日  

公安委員会記録等 
 

 免 許 の 種 類   

 理 由             □道路交通法第 102 条の２に該当  

 講 習 通 知               年   月   日 

  公安委員会通知 
 

 基 準 該 当 時            
公 安 委 員 会              

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

  
 

違 反 者 講 習 通 知 移送 通 知 書              

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習通知移送通知書を送付する。 

 住 所            
本 邦 に お け る 住 所              

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免許証
国際運転免許証等

の番号  第     号    年  月 日  
公安委員会交付 

 

 
免許
運転することが

 の種類 

できる自動車等 

  

 理 由            
 □道路交通法第 102 条の２に該当 
 
 □道路交通法第 107 条の４の２に該当 

 

 講 習 通 知               年   月   日  公安委員

会通知 
 

 基 準 該 当 時            
公 安 委 員 会              

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第52号の２（第94条関係） 別記様式第52号の２（第94条の２関係） 
 

 

違 反 者 講 習 通 知 移 送 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者について違反者講習通知移送通知書を送付する。 

 本 邦 に お け る 住 所              

 氏 名              

 国際運転免許証等の番号  第     号    年  月 日  

 運 転 す る こ と が で き る 

自 動 車 等 の 種 類 
  

 理 由            □道路交通法第 107 条の４の２に該当  

 講 習 通 知               年   月   日 

  公安委員会通知 
 

 基 準 該 当 時            
公 安 委 員 会              

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

 
 
               若 年 運 転 者 講 習  移 送 通 知 書 
 
                                                    年    月    日 
 
       公 安 委 員 会   殿 
 
 
                                   香川県公安委員会  □印     
 
 
  下記の者について若年運転者講習移送通知書を送付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 住    所 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏    名 
  
 

 生 年 月 日 
 
 

免 許 証 番 号   第  号    年  月  日    公安委員会交付 

  免 許 の 種 類 
 
 
 

  講習をしよう 
 
  とする理由 

 
 
 
 
 
 

  備    考 
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別記様式第53号（第94条関係） 別記様式第53号（第94条関係） 
  

 

違 反 者 講 習 期 間 経 過 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者は、違反者講習を受講しないで受講期間を経過したので通知

する。 

 住 所   

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免 許 証 番 号  第    号    年  月  日  
公安委員会交付 

 

 免 許 情 報 

記 録 番 号 

第    号    年  月  日  
公安委員会記録等 

 

 免 許 の 種 類   

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

  

 
 

違 反 者 講 習 期 間 経 過 通 知 書              

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者は、違反者講習を受講しないで受講期間を経過したので通知

する。 

 住 所            
本 邦 に お け る 住 所            

  

 氏 名              

 生 年 月 日              

 免許証
国際運転免許証等

の番号  第    号    年  月  日  
公安委員会交付 

 

 
免許
運転することが

 の種類 

できる自動車等 

  

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第53号の２（第94条関係）  
 

 

違 反 者 講 習 期 間 経 過 通 知 書               

第     号 

年  月  日 

公 安 委 員 会 殿 

 

香川県公安委員会 □印  

 
 

下記の者は、違反者講習を受講しないで受講期間を経過したので通知

する。 

 本 邦 に お け る 住 所              

 氏 名              

 国際運転免許証等の番号  第    号    年  月  日  

 運 転 す る こ と が で き る 

自 動 車 等 の 種 類 
  

 備 考              

    
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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別記様式第53号の３（第94条の２関係）  
 

 
 
               若 年 運 転 者 講 習 移 送 通 知 書 
 
                                                    年    月    日 
 
       公 安 委 員 会   殿 
 
 
                                   香川県公安委員会  □印     
 
 
  下記の者について若年運転者講習移送通知書を送付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 住    所 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏    名 
 
 

 生 年 月 日 
 
 

免 許 証 番 号   第  号    年  月  日    公安委員会交付 

免許情報記録番号   第  号    年  月  日   公安委員会記録等 

  免 許 の 種 類 
 
 

  講習をしよう 
 
  とする理由 

 
 
 
 
 
 

  備    考 

 
 
 
 
 
 

 
 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  
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別記様式第57号（第99条関係） 別記様式第57号（第99条関係） 
  

運転習熟指導員資格審査申請書 

 

年  月  日 

 香川県公安委員会 殿 

 

住 所          

申請者              

氏 名         

 

特 定 講 習

の 

 

指 導 員 

種 別 

運転習熟指導員 

（準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普

通二輪免許・原付免許） 

 

講習終了日  

資 格 審 査

を 

受 け よ う

と 

す る 者 

本 籍  

住 所  

氏 名  

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

記 録 等 

公 安 委 員 会 
 

特定免許情報の 

記録等年月日 
年  月  日 

免許情報記録

等 の 番 号 
第 号 

免許情報

記録等の

有効期間

の 末 日 

年  月  日 

第一種 

免 許 

二・小・原 年  月  日 免

許

の

種

類 

 
そ の 他 年  月  日 

第 二 種 免 許 年  月  日 

現

有

資

格 

教 習 

指 導

員 

普 通 二 輪 年  月  日 
警察庁方式運転適性検査 

 

（認定資格） 

大 型 二 輪 年  月  日 

普 通 年  月  日 

準 中 型 年  月  日 
第        号 

 

   年  月  日 

中 型 年  月  日 

大 型 年  月  日 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。  

  

運転習熟指導員資格審査申請書 

 

年  月  日 

 香川県公安委員会 殿 

 

住 所          

申請者              

氏 名         

 

特 定 講 習

の 

 

指 導 員 

種 別 

運転習熟指導員 

（準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通

二輪免許・原付免許） 

 

講 習 終 了

日 
 

資 格 審 査

を 

 

受 け よ う

と 

 

す る 者 

本 籍  

住 所  

氏 名  

現

有

免

許 

公 安 委 員 会  交 付 日 年  月  日 

免 許 番 号 第 号 有 効 年 年の誕生日まで有効 

免
許
年
月
日 

第
一
種 

二・小・原 年  月  日 免

許

の

種

類  そ の 他 年  月  日 

第 二 種 免 許 年  月  日 

現

有

資

格 

教 習 

 

 

指 導

員 

普 通 二 輪 年  月  日 
警察庁方式運転適性検査 

 

（認定資格） 

大 型 二 輪 年  月  日 

普 通 年  月  日 

準 中 型 年  月  日 
第        号 

 

   年  月  日 

中 型 年  月  日 

大 型 年  月  日 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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（香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の一部改正） 

第２条 香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則（平成12年香川県公安委員会規則第34号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

法令等 条項号 内容 

公安

委員

会 

警察

本部

長 

  

法令等 条項号 内容 

公安

委員

会 

警察

本部

長 

 

 １～29 略           １～29 略          

 30 道路交通法（

昭和35年法律第 

第94条

第２項 

略     30 道路交通法（

昭和35年法律第 

第94条

第２項 

略    

 1 0 5号） 第95条

の２第

１項及

び第３

項 

個人番号カードへの特定

免許情報の記録 

 ○   1 0 5号）      

  第95条

の２第

４項 

免許証及び免許情報記録

個人番号カードを有する

者に係る免許証の返納の

受理 

 ○         

  第95条

の２第

５項 

免許を現に受けていない

者が免許証の交付を受け

る際の特定免許情報の記

録 

 ○         

  第95条

の２第

６項 

個人番号カードに特定免

許情報を記録する場合に

おける免許証の交付を希

望しない旨の届出の受理 

 ○         

  第95条

の２第

10項 

免許証及び免許情報記録

個人番号カードを有する

者に係る免許情報記録個

人番号カードの免許情報

記録の抹消 

 ○         
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  第95条

の２第

11項 

免許情報記録個人番号カ

ードのみを有する者に対

する免許証の交付 

 ○         

  第95条

の３ 

免許情報記録個人番号カ

ードに記録された免許情

報記録の書換え 

 ○         

  第95条

の３ 

免許情報記録個人番号カ

ードへの条件の電磁的方

法による記録 

 ○         

  第95条

の４第

１項 

免許証及び免許情報記録

個人番号カードを有する

者に係る免許証の交付及

び免許情報記録の書換え 

 ○         

  第95条

の４第

２項 

免許証及び免許情報記録

個人番号カードを有する

者に係る免許証の条件の

付与又は変更及び条件の

電磁的方法による記録 

 ○         

  第95条

の５第

２項 

免許情報記録個人番号カ

ードのみを有する者に係

る免許証の記載事項変更

届出書の受理 

 ○         

  第95条

の５第

４項 

国家公安委員会からの通

報の受理 

 ○         

  第97条

第１項 

略      第97条

第１項 

略    

  略       略     

  第1 0 1

条第３

項 

免許証等の更新の申請に

係る書面の送付 

略     第1 0 1

条第３

項 

免許証の更新の申請に係

る書面の送付 

略   

  第1 0 1

条第５ 

免許証等の更新時の適性

検査の実施及び結果の判 

略     第1 0 1

条第５ 

免許証の更新時の適性検

査の実施及び結果の判定 

略   

  項及び 定並びに免許証等の更新      項及び 並びに免許証の更新及び    
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  第６項

本文並

びに第

1 0 1条

の３第

２項 

及び不更新      第６項

並びに

第1 0 1

条の３

第２項 

不更新    

  第1 0 1

条第６

項後段 

経由地公安委員会への免

許情報記録の有効期間の

更新の通知及び免許情報

記録の書換え 

 ○         

  第1 0 1

条の２

第３項

及び第

４項並

びに第

1 0 1条

の３第

２項 

更新期間前における更新

時の適性検査の実施及び

結果の判定並びに更新期

間前における免許証等の

更新及び不更新 

略     第1 0 1

条の２

第３項

及び第

４項並

びに第

1 0 1条

の３第

２項 

更新期間前における更新

時の適性検査の実施及び

結果の判定並びに更新期

間前における免許証の更

新及び不更新 

略   

  第1 0 1

条の２

の２第

３項 

経由地公安委員会での免

許情報記録の書換えの申

出の受理 

 ○         

  第1 0 1

条の２

の２第

４項 

略      第1 0 1

条の２

の２第

２項 

略    

  第1 0 1

条の２

の２第

５項 

更新申請書の内容及び適

性検査の結果の通知又は

通知の受理 

略     第1 0 1

条の２

の２第

３項 

適性検査の結果を記載し

た書面等の送付又は受理 

略   

  第1 0 1

条の２

の２第 

略      第1 0 1

条の２

の２第 

略    
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  ６項       ４項     

  第1 0 1

条の２

の２第

７項 

略      第1 0 1

条の２

の２第

５項 

略    

  略       略     

  第1 0 1

条の４

第４項 

運転技能検査等の結果に

基づく免許証等の不更新 

略     第1 0 1

条の４

第４項 

運転技能検査等の結果に

基づく免許証の不更新 

略   

  略       略     

  第1 0 1

条の４

第５項

第３号 

略      第1 0 1

条の４

第５項

第３号 

略    

  第1 0 1

条の４

の２第

２項 

個人番号カードに特定免

許情報を記録する場合に

おける免許証の交付を希

望しない旨の申出の受理 

 ○         

  第1 0 1

条の４

の２第

４項 

経由地公安委員会で免許

情報記録の書換えを受け

た場合における免許証の

返納の受理 

 ○         

  第1 0 1

条の５ 

略      第1 0 1

条の５ 

略    

  略       略     

  第1 0 3

条の２

第５項 

略      第1 0 3

条の２

第４項 

略    

  第1 0 3

条の２

第６項 

略      第1 0 3

条の２

第５項 

略    

  略       略     

  第1 0 4  警察官からの出頭命令に 略     第1 0 4  警察官からの出頭命令に 略   

  条の３ 係る通知      条の３ 係る通知及び保管した免    
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  第３項       第４項 許証の受理    

         第1 0 4

条の３

第５項 

免許の効力の停止の期間

が満了した場合における

保管した免許証の返還 

 ＊○  

  第1 0 4

条の４

第２項 

略      第1 0 4

条の４

第２項 

略    

  略       略     

  第1 0 5

条の２

第１項

及び第

２項 

免許を取り消された者及

び免許が失効した者に係

る運転経歴証明書の交付 

略     第1 0 4

条の４

第６項 

免許を取り消された者に

対する運転経歴証明書の

交付 

略   

  第1 0 5

条の２

第３項

及び第

４項 

免許を取り消された者及

び免許が失効した者に係

る個人番号カードへの記

録 

略     第1 0 5

条第２

項 

免許証の更新を受けなか

った者に対する運転経歴

証明書の交付（第1 0 4条

の４第６項の準用） 

略   

  略       略     

  第1 0 6

条の３

第１項 

略      第1 0 7

条第１

項 

略    

  第1 0 6

条の３

第２項 

略      第1 0 7

条第２

項 

略    

  第1 0 6

条の３

第３項 

他の種類の免許に係る免

許証の交付を受ける際の

個人番号カードへの特定

免許情報の記録 

 ○         

  第1 0 6

条の３

第３項 

個人番号カードに他の種

類の免許に係る特定免許

情報を記録する場合にお

ける免許証の交付を希望 

 ○         

   しない旨の届出の受理           
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  第1 0 6

条の３

第４項 

略      第1 0 7

条第３

項 

略    

  第1 0 6

条の３

第５項 

略      第1 0 7

条第４

項 

略    

  第1 0 6

条の４

第１項 

免許情報記録の抹消  ○         

  第1 0 6

条の４

第２項 

免許情報記録の書換え  ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る免許証の交付 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る免許証の記載

事項変更届出書の受理 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る免許証等の更

新の申請に係る書面の送

付 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る免許証等の更

新時の適性検査の実施及

び結果の判定並びに免許

証等の更新及び不更新 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る経由地公安委

員会への免許情報の有効

期間の更新の通知及び免

許情報記録の書換え 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る更新期間前に

おける更新時の適性検査 

 ○         
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   の実施及び結果の判定並

びに更新期間前における

免許証等の更新及び不更

新 

          

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る経由地公安委

員会の適性検査の実施 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る適性検査の結

果を記載した書面等の送

付又は受理 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る講習を受講し

た旨の通知又は通知の受

理 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る適性検査の実

施及び適性検査を受ける

べき旨の通知 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る認知機能検査

等の実施 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る運転技能検査

等の実施 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る運転技能検査

等の結果に基づく免許証

の不更新 

 ○         

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る高齢者講習に

係る書面の送付 

 ○         

  第1 0 7  免許の効力の停止を受け  ○         

  条 た者に係る認知機能検査           
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   等に係る書面の送付           

  第1 0 7

条 

免許の効力の停止を受け

た者に係る運転技能検査

等に係る書面の送付 

 ○         

  第1 0 7

条の３

の２ 

略      第1 0 7

条の３

の２ 

略    

  略       略     

  第1 0 7

条の５

第９項 

略      第1 0 7

条の５

第９項 

略    

  第1 0 7

条の５

第10項 

仮禁止通知書及び国際運

転免許証等の受理（第

1 0 3条の２第５項の準用） 

略     第1 0 7

条の５

第10項 

仮禁止通知書及び国際運

転免許証等の受理（第

1 0 3条の２第４項の準用） 

略   

  第1 0 7

条の５

第10項 

仮禁止通知書及び国際運

転免許証等の送付（第

1 0 3条の２第６項の準用） 

略     第1 0 7

条の５

第10項 

仮禁止通知書及び国際運

転免許証等の送付（第

1 0 3条の２第５項の準用） 

略   

  第1 0 7

条の５

第11項 

略      第1 0 7

条の５

第11項 

略    

  第1 0 7

条の５

第11項 

警察官からの出頭命令に

係る通知の受理（第1 0 4

条の３第３項の準用） 

略     第1 0 7

条の５

第11項 

警察官からの出頭命令に

係る通知及び保管した国

際運転免許証等の受理（

第1 0 4条の３第４項の準

用） 

略   

         第1 0 7

条の５

第11項 

自動車等の運転の禁止の

期間の満了又は出国に係

る保管した国際運転免許

証等の返還（第1 0 4条の

３第５項の準用） 

 ○  

  略       略     

  (１) 道路交通 略       (１) 道路交通 略     

  法施行令（昭 第33条 免許証等の更新を受ける 略     法施行令（昭 第33条 免許証の有効期間の更新 略   

  和35年政令第 の６の ことができなかったやむ      和35年政令第 の６の を受けることができなか    
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2 7 0号） ２第６

号 

を得ない事情の認定 2 7 0号） ２第６

号 

ったやむを得ない事情の

認定 

   略        略     

  (２) 道路交通 略       (２) 道路交通 略     

  法施行規則（

昭和35年総理

府令第60号） 

第29条

の５第

１項 

略      法施行規則（

昭和35年総理

府令第60号） 

第29条

の５第

１項 

略    

   第30条

の７第

５項 

略       第30条

の９第

４項 

略    

   第30条

の10第

１項 

略       第30条

の12第

１項 

略    

   第30条

の11第

１項 

略       第30条

の13第

１項 

略    

   第30条

の12第

１項か

ら第３

項まで 

略       第30条

の14 

略    

   第30条

の15第

１項 

運転経歴情報記録個人番

号カードのみを有する者

に係る住所等の変更の届

出の受理 

 ○          

   第30条

の16第

１項及

び第２

項 

運転経歴情報の抹消  ○          

   第31条

の４ 

略       第31条

の４ 

略    

   第31条 免許が取り消された者が  ○          

   の４の 受けている他の種類の免            
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５ 許に係る免許情報記録の

書換え 

   第31条

の４の

７ 

略       第31条

の４の

２ 

略    

   略        略     

  (３)～(17) 略        (３)～(17) 略      

 31～1 0 2 略   31～1 0 2 略  

 備考   備考  

  略    略  

  

（自動車の保管場所の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第３条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行細則（平成12年香川県公安委員会規則第24号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係） 
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備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

通     知     書 

第  号  

年  月  日  

 香川県公安委員会 殿 

警察署長 □印   

下記の自動車については、保管場所が確保されていないおそれがあるものと認め

たので、自動車の保管場所の確保等に関する法律第８条の規定により通知する。 

 

自動車の番号標の番号  

 

自動車の使用の本拠の位置  

自動車の保有者 

住 所 
〒（   ） 
 

電話 

氏 名  

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由 

 

添 付 書 類 

□ 自動車保管場所確保状況回答書 

□ 現認報告書 □ 保管場所法切符 

□ 交通反則切符 □ 交通切符 

□ その他（        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

通     知     書 

第  号  

年  月  日  

 香川県公安委員会 殿 

警察署長 □印   

下記の自動車については、保管場所が確保されていないおそれがあるものと認め

たので、自動車の保管場所の確保等に関する法律第８条の規定により通知する。 

 

自動車の番号標の番号  

 

自動車の使用の本拠の位置  

自動車の保有者 

住 所 
〒（   ） 
 

（   ）   局     番 

氏 名  

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由 

 

添 付 書 類 

□ 自動車保管場所確保状況回答書 

□ 現認報告書 □ 保管場所法切符 

□ 交通反則切符 □ 交通切符 

□ その他（        ） 
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別記様式第２号（第３条関係） 別記様式第２号（第３条関係） 
（表） 

自 動 車 運 行 供 用 制 限 書              

第  号  

年  月  日  

       殿 

香川県公安委員会 □印   

自動車の保管場所の確保等に関する法律第９条第１項の規定により、下記のとお

り自動車の運行を禁止する。 

 

自動車の番号標の番号  

 

自動車の使用の本拠の位置  

自動車の保有者 

住 所 
〒（   ） 
 

電話 

氏 名  

禁 止 の 理 由  

裏面の注意事項をよく読んでください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
  

（表） 

自 動 車 運 行 供 用 制 限 書              

第  号  

年  月  日  

       殿 

香川県公安委員会 □印   

自動車の保管場所の確保等に関する法律第９条第１項の規定により、下記のとお

り自動車の運行を禁止する。 

 

自動車の番号標の番号  

 

自動車の使用の本拠の位置  

自動車の保有者 

住 所 
〒（   ） 
  

（   ）   局     番 

氏 名  

禁 止 の 理 由  

裏面の注意事項をよく読んでください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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（裏） 

注   意   事   項 

１ 運行供用が制限された自動車については、香川県公安委員会（以下「公安委員

会」という。）により、保管場所が確保されている旨の確認を受けるまでの間は、

運行してはいけません。運行した場合は、３月以下の拘禁刑若しくは懲役又は 20

万円以下の罰金に処されます。 

２ 保管場所を確保した場合は、自動車保管場所確保申告書により公安委員会に申

告し、保管場所を確保した旨の確認を受けてください。 

３ その他不明な点は、下記の連絡先に問い合わせてください。 

連絡先 

    〒（    ） 

電話    

  

（裏） 

注   意   事   項 

１ 運行供用が制限された自動車については、香川県公安委員会（以下「公安委員

会」という。）により、保管場所が確保されている旨の確認を受けるまでの間は、

運行してはいけません。運行した場合は、３月以下の懲役又は 20 万円以下の罰金

に処されます。 

２ 保管場所を確保した場合は、自動車保管場所確保申告書により公安委員会に申

告し、保管場所を確保した旨の確認を受けてください。 

３ その他不明な点は、下記の連絡先に問い合わせてください。 

連絡先 

    〒（    ） 

（   ）   局     番（内     ）  
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別記様式第４号（第４条関係） 別記様式第４号（第４条関係） 

（表） （表） 

略 略 
（裏） 

注   意   事   項 

１ 報告事項については、同封の報告・資料提出回答書により回答してください。 
２ 提出資料については、同封の報告・資料提出回答書に資料を添付して回答して

ください。 
３ 報告・資料提出回答書及び資料は、下記の連絡先まで持参し、又は郵便若しく

は信書便により送付してください。 
４ 報告・資料提出の期日までに回答をせず、又は虚偽の回答をした場合は、10万

円以下の罰金に処されることがあります。 

連絡先 
   〒（   ） 

                警察本部   部   課  係      

            警察署   課   係          
                     電話 

 
 
  

（裏） 

注   意   事   項 

１ 報告事項については、同封の報告・資料提出回答書により回答してください。 
２ 提出資料については、同封の報告・資料提出回答書に資料を添付して回答して

ください。 
３ 報告・資料提出回答書及び資料は、下記の連絡先まで持参し、又は郵便若しく

は信書便により送付してください。 
４ 報告・資料提出の期日までに回答をせず、又は虚偽の回答をした場合は、10万

円以下の罰金に処されることがあります。 

連絡先 
   〒（   ） 

                警察本部   部   課  係      

            警察署   課   係          
（  ）   局     番  
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（道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与の手続に関する規則の一部改正） 

第４条 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与の手続に関する規則（平成12年香川県公安委員会規則第28号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別記様式第４号（第５条関係） 別記様式第４号（第５条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表) 

(裏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表) 

(裏) 
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附 則 

１ この規則は、令和７年３月24日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (１) 第１条中道路交通法施行細則第47条、第48条、第66条、別記様式第36号、別記様式第45号及び別記様式第57号の改正規定 令和７年４月１日 

(２) 第１条中道路交通法施行細則別記様式第16号の３及び別記様式第16号の15の改正規定並びに第３条の規定 令和７年６月１日 

２ 第１条及び第３条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 

 


